
名　称 位　置

番号 路線名

区域

延長

理　　由
  北本都市計画道路３・３・２中央通線の一部として決定していた北本駅東口駅前広場について、「県管理の停車
場線と駅前広場の都市計画の取扱い」の方針に基づき３・３・２中央通線から分離し、併せて車線数についても
新たに定めるため変更するものです。
 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」
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北本都市計画道路３・３・２中央通線を次のように変更する。
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